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～  は じ め に  ～ 
 

この手引きは、保育施設の利用申込み手続きや必要な書類について掲載しています。利

用を希望される方は、よくお読みになりお申込みください。 

 また、記載内容につきましては、平成 26 年 10 月現在での情報となります。「子ども・

子育て支援新制度」による保育の必要性の認定や、施設の利用手続きについては、今後、

国からの通知等により変更になる場合があります。保育料（利用者負担額）など検討中の

項目もあるため、内容が決まり次第、市政だよりや市ホームページ等で改めてお知らせい

たします。 

 

１．新制度における施設選びのフローチャート 
 

新居浜市では、お子さんをお預かりするサービスについて、次のとおり選ぶことができます。 

下の図を参考にして、ライフスタイルにあった施設を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※就労以外にも、妊娠・出産、保護者の疾病・障がいまたは長期入院している親族の介護・看護など「保

育を必要とする事由」に該当する場合、２・３号認定を受けることができます。 

※地域子育て支援事業：一時預かりや地域子育て支援拠点事業（子育てひろば）などがあります。 

 

 

 

 

 

選択可 

働き方は？※

 0～2 歳  

両親のどちらかが 

働いている 

両親ともに働いている

またはひとり親家庭 

働き方は？※

 0～2 歳  

両親のどちらかが 

働いている 

 両親ともに働いている 

 またはひとり親家庭 

 

１か月の就労時間 

月 64 時間未満 月 64 時間以上 

1か月の就労時間 

月 64 時間未満 月 64 時間以上 

お子さんの年齢は？ 

3～5 歳 0～2 歳 

認定の必要なし 

家庭内保育 

地域子育て支援事業※ 

 

3 号認定 

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業所 

１号認定 

幼稚園 

認定こども園 

 

２号認定 

保育所 

認定こども園 
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2．教育・保育施設の種類 
 

新居浜市内には、以下の保育施設があります。※予定を含みます。 

 

3．保育の必要性の認定について 

保育所・認定こども園・地域型保育事業所を利用するためには「保育の必要性の認定」を受ける必要

があります。 

※新居浜市では教育・保育施設利用の申込み手続きと支給認定申請を兼ねていますので、事前の認定

手続きは必要ありません。 

 

※「保育の必要性の認定」は、保育の必要性の有無を判定するものであり、実際の

施設利用（入所）の可否を決定するものではありません。 

 

（１）認定の内容 

「保育の必要性の認定」は、保護者からの申請に基づき、市が認定します。認定区分は下表の３つであ

り、保育施設を利用できるのは 2・3 号認定となります。 

認定区分 対象となるケース 利用できる主な施設等 

1 号認定 
3～5 歳の就学前の子供で教育を希望す

る場合 

認 定 こ ど も 園 

幼 稚 園 

2 号認定 
3～5 歳で、保護者の労働や疾病等により

保育所等で保育を希望する場合 

認 定 こ ど も 園 

保 育 所 

3 号認定 
0～2 歳で、保護者の労働や疾病等により

保育所等で保育を希望する場合 

認 定 こ ど も 園 

保 育 所 

地域型保育事業所 

名  称 内       容 

幼 稚 園 
３～５歳のお子さんを対象に、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の

教育を行う学校です。 

保 育 所 

国が定めた設置基準を満たし、保護者が仕事や病気などの理由により、家庭内で

お子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育を提供する児童福祉法

に基づく児童福祉施設です。 

認定こども園 

保護者が働いている・いないにかかわらず、0～5 歳のお子さんを対象に、保育

所と幼稚園の両方の利点を生かし、就学前の保育・教育を一体的に提供する施設

です。 

地域型保育事業所 
新制度に基づき、新たに市が認可を行う地域型保育施設です。19 人以下の少人

数で、満３歳未満のお子さんが対象となります。 
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 ●保育標準時間・・・1 日最大 11 時間の中で必要となる時間利用可能 

 ●保育短時間・・・・1 日最大 8 時間の中で必要となる時間利用可能 

 ※月 120時間以上の就労は保育標準時間、月 64時間以上で月 120時間未満の

就労は保育短時間とする予定です。（通勤時間も含みます。） 

 

利用時間のイメージ 

●保育標準時間利用のケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保育短時間利用のケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この図での開所時間や、「保育短時間」の設定時間は、私立保育所の利用における一般的な例です。 

※保育短時間の設定時間は「午前８時３０分から午後４時３０分」の８時間で市内の全保育所統一です。 

※延長保育については、別途料金がかかります。 

 

 

２号・３号認定を受けた場合の保育の必要量 

※留意事項 利用可能時間は、保育所が通常開所している時間内の範囲での利用となります 

利
用
希
望
時
間 

Ａさん 7：00～18：00（１１時間） 

Ｃさん 13：00～21：00（8 時間） 

Ｂさん 10：00～19：00（9 時間） 

7：00 18：00 19：00 
保育所等開所時間（１１時間） 延長保育 

利
用
希
望
時
間 

Ｄさん 8：30～16：30（8 時間） 

Ｆさん ７：00～1５：00（8 時間） 

Ｅさん 11：00～19：00（８時間） 

※留意事項 利用可能時間は、保育所が定める「保育短時間」の設定時間内での利用となります 

保育短時間認定 

延長保育 延長保育 

7：00 16：30 19：00 

「保育短時間」の設定時間（８時間） 

8：30 

延長保育

で対応 

延長保育

で対応 

延長保育

で対応 

保育標準時間認定 

 預かれない 

 預かれない 
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（２）保育を必要とする事由 

 2・3 号認定を受ける方は、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが要件とな

ります。 

区分 保育を必要とする事由 保育実施期間 認定区分 

1 
月 64 時間以上（１日 4 時間以上

かつ 16 日以上）の就労 

小学校就学前までの保育を

必要とする期間 

保育標準時間または 

保育短時間 

2 妊娠・出産 
出産予定月の前後各２か月

（通算５か月限度） 
保育標準時間 

3 保護者の疾病、障がい 
小学校就学前までの保育を

必要とする期間 
保育標準時間 

4 親族の介護・看護 
小学校就学前までの保育を

必要とする期間 

保育標準時間または 

保育短時間 

5 災害復旧にあたっている場合 
災害の復旧が完了すると見

込まれる期間 
保育標準時間 

6 求職活動 ３か月限度 保育短時間 

7 
就学（職業訓練校等における職業

訓練を含む） 

職業訓練校や大学等へ通学

する期間 

保育標準時間または 

保育短時間 

8 虐待やＤＶのおそれがあること 
小学校就学前までの保育を

必要とする期間 
保育標準時間 

9 

育児休業取得の際に、すでに保育

所利用中の子どもの継続利用が必

要と認められる場合 

育児休業期間 保育短時間 

10 
その他上記 1～9 に類すると市が

認めた場合 

小学校就学前までの保育を

必要とする期間 

保育標準時間または 

保育短時間 

 

（３）支給認定の手続き 

「保育の必要性の認定」の手続きは、保育施設利用申込みと同一の様式で受け付けします。 

◎提出書類 

  ●支給認定申請書兼入所（園）申込書 

  ●添付書類（７ページ～8 ページ参照） 

◎提出場所 

  入所（園）を希望する施設 

 

（４）支給認定証の交付 

 ●保護者からの申請を受け付けた後、市は「支給認定証」を発行します。 

 ●支給認定証は申請を受け付けてから 30 日以内に発行することとなっていますが、平成 27 年 4

月入所分については、新制度移行事務を 12 月～2 月に集中して行うことから、平成 27 年 2

月末から 3 月上旬に入所承諾書とあわせて発送しますのでご了承ください。 



 

5 

 

４．支給認定申請・入所申込みから利用決定までの流れ 

  

支給認定申請書 兼 入所（園）申込書 提出 

 ●受付期間：平成 26 年 12 月 1 日(月)から平成 26 年 12 月 15 日(月)まで 

       ※土・日曜日を除きます。 

 ●提 出 先：入所を希望する各施設（21 ページ～22 ページ参照） 

       ※支給認定申請書兼入所（園）申込書の提出は児童 1 人につき 1 枚です。(複数施設

への提出はできません。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育の必要性の認定(12 月下旬から 1 月) 

●認  定：児童の年齢、保育を必要とする理由や就労等の時間に応じて認定を行い、 施設の利用

時間等を決定します。 

●優先度の判断(採点) 

 採点方法：入所調整における採点基準表（16 ページ参照）をもとに優先度の高さを判断します。 

入所調整(2 月) 

 調整方法：採点結果により点数の高い方から入所を決定します。   

※先着順ではありません。 

※第１希望へ入所できない場合 

子育て支援課より電話連絡します。(2 月中) 

入所可能な施設についてご案内いたします。 

支給認定証・利用施設の入所承諾書の発送(2 月末から 3 月上旬) 

 子育て支援課より支給認定証及び入所承諾書を発送します。 

入所可能な施設が無い場合、別途利用可能な施設

をご紹介いたします。 

施設利用(入所)(4 月) 

●保育所 

入所後、保育料をお知らせします。(4 月中旬) 

●幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所 

各施設と利用契約のうえ、施設を利用してください。入所後、保育料をお知らせしますが、納入

先は利用施設となります。 
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継続利用の流れ(在園児) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給認定申請書 兼 現況届 提出 

 ●受付期間：平成 26 年 12 月 16 日(火)から平成 26 年 12 月 26 日(金)まで 

       ※土、日、祝日を除きます。 

 ●提 出 先；継続利用を希望する各施設 

       

保育の必要性の認定(１月中) 

 ●認  定：児童の年齢、保育を必要とする理由や就労等の時間に応じて認定を行い、 施設の

利用時間等を決定します。 

 

現況確認(2 月) 

●現在入所中の園に引続き在園することを基本とします。 

支給認定証 (2 月末から 3 月上旬) 

 子育て支援課より利用されている園を通じて支給認定証をお渡しします。 

施設利用(入所)(4 月) 

●保育所 

入所後、保育料をお知らせします。(4 月中旬) 
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５．必要書類のチェックリスト 

（１）必須書類（支給認定、入所調整の際に使用） 

状  況 書 類 名 父 母 

就 労 

会社員・公務員・パート 雇用(内職)証明書   

産休・育休明け復職予定 
雇用(内職)証明書（産休・育児休業取得期間

を明記のこと） 

  

自営業（自営手伝い・専従者

等含む）又は勤務先と親戚関

係あり 

就労状況確認書(自営・漁業・農業用)を記入

し、民生児童委員の証明が必要 

  

農業・漁業 

就労状況確認書(自営・漁業・農業用)を記入

し、民生児童委員の証明が必要                      

農業の場合は耕作証明書、漁業の場合は水揚

証明書 

  

内職 
雇用(内職)証明書（タイムスケジュールを記

入）、支払明細書 

  

妊娠・出産 
母子健康手帳 (表紙及び出産予定日がわか

るページのコピー) 

  

疾病・障がい 

病気である 
病院等の診断書のコピー（申込日時点で作成

後 6 か月以内のもの） 

  

障がいがある 

身体障害者手帳、精神障害保健福祉手帳及び          

療育手帳のコピーまたは病院等の診断書の

コピー 

  

病人等の看護・介護をしている 

介護（看護）申立書（タイムスケジュールを

記入）と各種添付書類のコピー（病院等の診

断書、介護保険の被保険者証、障害者手帳、

ケアプラン等、介護・看護状況がわかるもの) 

  

被災し復旧にあたっている（震災・風水

害等） 
罹災証明 

  

求職活動(起業準備含む) 

求職申立書                       

(入所 3 か月以内に雇用(内職)証明書等が提

出されない場合退所となります) 

  

就学(職業訓練校も含む) 

就学申立書、在学証明書、カリキュラムなど

がわかるもの(無い場合はタイムスケジュー

ルを記入) 

  

虐待・DV 
保護命令書(接近禁止命令、退去命令)のコピ

ー 
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（２）家庭状況に応じて必要な書類（入所調整の際に使用） 

状 況 書 類 名 確認 

１．ひとり親家庭 ※下記のいずれかのコピーを提出してください。  

児童扶養手当を受けている 児童扶養手当証書  

母子家庭医療を受けている 母子家庭医療受給者証  

離婚を前提とした別居の場合    

（住民票の異動が必須です。） 
離婚調停中であることがわかるもの（裁判所発行） 

 

２．家族に障がいのある方がいる家庭 ※下記のいずれかのコピーを提出してください。  

特別児童扶養手当を受けている 特別児童扶養手当証書  

障がいの手帳を受けている方がいる 身体障害者手帳、精神障害保健福祉手帳、療育手帳  

障害基礎年金を受けている方がいる 年金証書  

３．兄弟姉妹が幼稚園に在園している

家庭 
在園証明書（平成 27 年 4 月 1 日以降発行のもの） 

 

４．生計中心者が失業している家庭 
退職事由が確認できる書類（雇用保険受給資格者証

等）のコピー 

 

５．認可外保育施設を利用している家

庭（２か月以上かつ 16 日/月以上か

つ 4 時間/日以上利用している場合） 

認可外保育施設等受託証明書 

 

 

（３） 保育料決定に必要な書類  

状 況 書 類 名 確認 

１．平成 26 年 1 月 1 日時点で住民

票が新居浜市になかった家庭 

平成 26年 1 月 1日時点で住民票のあった市町村で

平成 26 年度所得課税証明書を取得し提出してくだ

さい。 

 

２．祖父母と同居している家庭（税額

合算適用の判断が必要となります。） 

父母の平成 26 年分の源泉徴収票、確定申告書の控

えを提出してください。なければ直近３か月の収入

状況がわかるもの(給与明細等)を提出してください。 

 

3．海外勤務をされている家庭 
勤務先からの給与の支払い証明など、海外での収入

がわかる書類を提出してください。 

 

※未申告等で市民税の課税状況が把握できない場合、申告をお願いすることがあります。 
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６．申込みにあたっての注意事項 
 

（1）平成 27 年 4 月入所の保育施設におけるクラス別年齢表 

 

（２）入所を希望する児童が生まれていない場合 

  平成 27 年 1 月末までに出産予定の方で、4 月 1 日から保育所等の利用を希望する場合も、申

込みを受け付けします。母子手帳の表紙と出産予定日がわかるページのコピーが必要です。 

※入所日(平成 27 年 4 月 1 日)時点で生後 2 か月を経過しない場合入所はできません。 

出産後は速やかに子育て支援課保育係まで連絡し、申込児童氏名の届出などを行ってください。 

なお、申込み期間は他の 4 月 1 日入所の受付期間と同じです。 

 

（３）育児休業から復職する場合 

育児休業から復職する場合、平成 27 年 5 月 7 日(木)までに復職する方が対象です。雇用(内職)

証明書に、勤務先で休業期間等について証明を受けてください。 

復職日がそれ以降となる方は、平成 27 年 4 月 1 日の入所申込みの対象とはなりませんので、

途中入所での申込みとなります。 

 

（４）入所受付期間（平成 26 年 12 月 1 日(月)から平成 26 年 12 月 15 日(月)まで）後に申込みする 

場合 

  受付は可能です。ただし、入所調整は入所受付期間内に申込みを行った方が優先となります。 

 

（５）妊娠・出産を理由として申し込む場合 

  平成 27 年度より、妊娠・出産で保育施設を利用する方の入所期間が変更になります。これま

で、出産予定日の属する月の前後３か月の計７か月が、妊娠・出産を理由としてお預かりできる

期間でしたが、平成 27 年度より出産予定日の属する月の前後 2 か月の計 5 か月となります。 

  また、施設の利用を開始した当初の理由が妊娠・出産であった場合、この事由での入所可能期

間となる、産後 2 か月を経過した月の月末以降、育児休業を取得する場合は継続利用できません。 

（入所期間満了による転園の場合はこの限りではありません。) 

 

クラス年齢 生 年 月 日 

0 歳児 平成 26 年 4 月 2 日以降 

1 歳児 平成 25 年 4 月 2 日～平成 26 年 4 月 1 日 

2 歳児 平成 24 年 4 月 2 日～平成 25 年 4 月 1 日 

3 歳児 平成 23 年 4 月 2 日～平成 24 年 4 月 1 日 

4 歳児 平成 22 年 4 月 2 日～平成 23 年 4 月 1 日 

5 歳児 平成 21 年 4 月 2 日～平成 22 年 4 月 1 日 
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（６）求職活動を理由として申し込む場合 

  求職活動を理由として保育施設を利用する場合、児童入所後 1 か月程度を目安に就労先を決定

していただくこととしておりましたが、平成 27 年度より、3 か月を限度に就労先を決定してい

ただく取扱いとなります。 

  入所後 3 か月以内に就労先を決定し、雇用(内職)証明書を提出してください。就労が確認でき

ない場合、退所していただくこととなります。 

 

（７）新居浜市に転入予定の方で、平成２７年４月１日から保育所等の利用を希望される

場合 

  新居浜市へ転入される予定の方は、入所を希望する園で申込みを行ってください。 

  ３月末までに、新居浜市への異動が確認できない場合は、入所承諾が無効となりますので、必ず異

動の手続きを済ませてください。 

 

（８）その他注意事項 

●転園を希望される場合は新規の申込みと同様の取扱いになりますので、平成26年12月1日(月)

から平成 26 年 12 月 15 日(月)の期間中に申込みください。ただし、第１希望の保育所に入所でき

ない場合に元の保育所への入所を希望された場合でも、元の保育所での入所調整（採点）によっ

て決定することになります。 

●現在、育児休業中で継続実施申し立てにより入所している児童の、転園は認められません。 

（入所期間満了による転園の場合はこの限りではありません。） 

 ●入所申込み後の第 1 希望の保育施設の変更はできません。 

 ●入所申込みを行った後、申込みを取り下げる場合は速やかに各施設、もしくは子育て支援課保

育係まで連絡してください。 

  ●12 月の申込み時点と家庭状況が変わった場合(就労先が内定した、退職した、保育できない理

由が変更になった等)は、確認できる書類を 1 月末日までにご提出ください。(入所調整開始後に

提出されても採点に反映はできません。) 

 ●提出された書類内容が事実と異なる場合は、支給認定及び入所決定の取り消しを行う場合もあ

ります。 
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７．申込書の記入例 

 

新規申込みの方 

(宛　先)

平成26年１月１日の住所

保護者氏名

　この支給認定申請書兼入所(園)申込書は、保護者の労働又は疾病等の事由により「保育所等」(※)において保育の利用を希望する場合、利用
を希望する施設にご提出ください。また、保育の必要性について認定を受けていただくため、保護者や世帯の状況について次の①～④にできる
限り正確にご記入ください。

(※) 「保育所等」とは、保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育をいいます。

 ５．その他(　　　　　　　　　　　　　　)  ５．その他(　　　　　　　　　　　　　　)
まで

希望理由

 １．自宅に近い　　２．勤務先に近い  １．自宅に近い　　２．勤務先に近い  １．自宅に近い　　２．勤務先に近い
から

平成 ３２年 ３月３１日
 ３．通勤経路　　　４．兄弟姉妹が入所中  ３．通勤経路　　　４．兄弟姉妹が入所中  ３．通勤経路　　　４．兄弟姉妹が入所中

 ５．その他(　　　　　　　　　　　　　　)

※保育の利用を必要とする場合、③の事由により利用可能期間が異なります。

利用を希望する期間
施　設　名

第 １ 希 望 第 ２ 希 望 第 ３ 希 望

平成 ２７年 ４月 １日
□□保育園 ○○保育園 認定こども園△△幼稚園

② 利用を希望する期間、希望する施設(事業者)名

新居浜　洋子

ﾆｲﾊﾏ　ﾏｻｱｷ

叔父
Ｓ
Ｈ 59．  6．1

30

児

童
と

同
居
し

て
い

る
世
帯

員
ﾆｲﾊﾏ　ﾖｳｺ

祖母
Ｓ
Ｈ 33．  6．1

56 ××有限会社

障がい者新居浜　雅章

ﾆｲﾊﾏ　ﾜﾀﾙ

祖父
Ｓ
Ｈ 30．  7．1

59 漁業新居浜　　亘

ﾆｲﾊﾏ　ﾋﾛｱｷ

兄
Ｓ

Ｈ 21．  8．1
5 □□幼稚園新居浜　浩明

ﾆｲﾊﾏ　ｷｮｳｺ

姉
Ｓ

Ｈ 18．  9．1
8 △△小学校3年

新居浜　恭子

新居浜　康

ﾆｲﾊﾏ　ﾕｶ

母
Ｓ
Ｈ 58． 11．1

31

ﾆｲﾊﾏ　ﾔｽｼ

父
Ｓ
Ｈ 55． 10．1

34 ○○株式会社

求職中新居浜　由佳

勤務先(職業)

又は学校名等
備    考

※ 市 記 入 欄

氏　　名
勤務

証明等
市民税 その他

① 世帯の状況

　

フリガナ
児童と

の続柄
生 年 月 日 年 令

児　　童

氏　　　名 生　年　月　日 性　別 支　給　認　定　番　号

次のとおり、施設型給付費・地域型保育給付費
に係る支給認定を申請します。

また、認定に必要な税情報及び世帯情報の閲覧、及び利
用者負担額を施設へ提示することに同意します。

保
護
者

住所 新居浜市　一宮町一丁目１番５号　　△△マンション１０１

氏名 新居浜　康
市 区 町 村 

フリガナ　　　ニイハマ　ミユキ
平成 ２５年 ４ 月 １０ 日生

男 ・ 女

(既に認定証の交付を受けている場合記入)

新居浜　美由紀
１才(平成27年4月1日現在)

電話番号

(優先連絡

先に□)

(自宅) 父連絡先：０９０－○○○○－△△△△　□
□

母　〃　：０９０－○○○○－△△△△　□

大阪府吹田

０８９７－６５-××××新居浜　康

母・父 障がい 生　保 兄弟 ‐　(　　)

施設型給付費・地域型保育給付費等
新居浜市長

支給認定申請書
新規・転園

現在在籍

している園 (　　　　)

兼入所(園)申込書(平成27年度)
申込日 平成２６ 年１２月　５日

施設管理者

印

新規の申込みか、転園かどちらかを○で囲

んでください。転園を希望される方は、現

在通われている園名を記入してください。

印

提出する日を

記入してください。

申込み対象児童本人以外の同居している親族等全員

について記入してください。
年齢は平成27年4月1日現在の満年齢を

記入してください。

学校名・学年、幼稚園名、保育園名を

記入してください。

緊急時連絡が取れる電話番号に□を記入

してください。

第3希望まで記入し、希望理由に○を付けてください。
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※市記入欄

※施設記載欄 （施設・事業者を経由して提出する場合）

③ 保育の利用を必要とする事由等

保育の利用を

必要とする事由

(証明書等添付)

続柄 必 要 と す る 理 由 備    考

父
１．就労　２．妊娠・出産(出産予定日：　   年　 　月　 　日)　３．疾病・障がい

４．介護、看護等　５．災害復旧　６．求職活動

７．就学　８．ＤＶ・虐待　　９．その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

就労、介護等従事時間

（　 ８ 　時間/1日）

（  ２５　日勤務/月）

母
１．就労　２．妊娠・出産(出産予定日：　   年　 　月　 　日)　３．疾病・障がい

４．介護、看護等　５．災害復旧　６．求職活動

７．就学　８．ＤＶ・虐待　　９．その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

就労、介護等従事時間

（　 　  時間/1日）

（　  　 日勤務/月）

家庭の状況

(証明書添付)  □ひとり親家庭　　 □在宅障害者家庭[対象者：　  叔父　  　　]　  □生活保護家庭(　　年　　月　　日開始)

希望する

利用時間

利 用 曜 日 利 用 時 間 備    考

　月　　曜日から　　金　　　曜日まで 　８時　３０分　　から１６時　３０分まで

送り迎え 主な送迎者(父・母・祖父・祖母・(　　))　　送迎方法(徒歩・自動車・自転車・(　　))　　所要時間(　１０　分)

④ 祖父母の状況

氏　　名 年 令 傷 病 就 労 同・別 勤　務　先 祖 父 母 の 住 所 備    考

父

 

方

祖

父

ﾆｲﾊﾏ　ﾜﾀﾙ

59 有・無 有・無
同居

別居
□①に同じ □①に同じ

新居浜　　亘

祖

母

ﾆｲﾊﾏ　ﾖｳｺ

56 有・無 有・無
同居

別居
□①に同じ □①に同じ

新居浜　洋子

離別

祖

母

ｽﾐﾄﾓ　ﾊﾅｺ

52 有・無 有・無
同居

別居

施設(事業者)名

母

 

方

祖

父
有・無 有・無

同居

別居
□①に同じ □①に同じ

担 当 者 氏 名

連    絡    先

 (担当者)

 (連絡先)

入所契約(内定)の有無 　有　( 平成　　　年　　　月　　　日　契約 ・ 内定 )　　・　　無

□①に同じ □①に同じ

病気入院中住友　花子

受 付 年 月 日 Ｈ　　　．　　　．　

備    考

※市町村記載欄

受 付 年 月 日 Ｈ　　　．　　　．　

認 定 の 可 否 支給認定番号 認 定 区 分 等 保育必要量の変更

　□幼稚園　　　□保育所　　　□地域型( □小 　□家 　□居　 □事 )

支 給 ( 入 所 ) の 可 否 支 給 ( 利 用 ) 期 間

 可　・　否 　　自　　平成　　　　年　　　月　　　日

　　至　　平成　　　　年　　　月　　　日

　　    (否とする理由)

　〔□施設型　　　□地域型　　　□特例施設型　　　□特例地域型〕

 可　・　否
□１号　　□２号　　□３号

 　　   (否とする理由)

Ｈ　　　．　　　．　　　認定　 ( □標　　　□短 )

年　　月　　日

実　施　解　除　日 解　除　の　理　由 備　　　　考

入所施設（事業者）名 施  設  の  類  形 備　　　考

　□認定こども園(□連  □幼(□幼  □保)  □保(□保  □幼)  □地(□幼  □保))

該当する状況に□をつけてください。保育料の減額

の対象となる場合は証明書の提出が必要です。

松山市○○町一丁目1番1号無職

同居の方は、□をつけてください。その場合、

勤務先、住所の記入は不要です。

「①世帯の状況」で確認をします。

勤務時間により、必要な保育の利用時間を記入

してください。

児童の父母（保護者）の該当する理由を○で囲み、

必要書類を提出してください。
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継続利用を希望される方 
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※市記入欄

※施設記載欄 （施設・事業者を経由して提出する場合）

② 保育の利用を必要とする事由等

希望する

利用時間

利 用 曜 日 利 用 時 間 備    考

　月　　曜日から　　金　　　曜日まで 　８時　３０分　　から１６時　３０分まで

１．就労　２．妊娠・出産(出産予定日：　   年　 　月　 　日)　３．疾病・障がい

４．介護、看護等　５．災害復旧　６．求職活動

７．就学　８．ＤＶ・虐待　　９．その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

就労、介護等従事時間

（　 ４　   時間/1日）

（　 ２０ 日勤務/月）

家庭の状況

(証明書添付)  □ひとり親家庭　　 □在宅障害者家庭[対象者：　  叔父　  　　]　  □生活保護家庭(　　年　　月　　日開始)

保育の利用を

必要とする事由

(証明書等添付)

続柄 必 要 と す る 理 由 備    考

父
１．就労　２．妊娠・出産(出産予定日：　   年　 　月　 　日)　３．疾病・障がい

４．介護、看護等　５．災害復旧　６．求職活動

７．就学　８．ＤＶ・虐待　　９．その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

就労、介護等従事時間

（　 ８ 　時間/1日）

（  ２５　日勤務/月）

母

送り迎え 主な送迎者(父・母・祖父・祖母・(　　))　　送迎方法(徒歩・自動車・自転車・(　　))　　所要時間(　１０　分)

③ 祖父母の状況

氏　　名 年 令 傷 病 就 労 同・別 勤　務　先 祖 父 母 の 住 所 備    考

住友　花子

父

 

方

祖

父

ﾆｲﾊﾏ　ﾜﾀﾙ

59 有・無 有・無
同居

別居
□①に同じ

新居浜　　亘

祖

母

ﾆｲﾊﾏ　ﾖｳｺ

56 有・無 有・無
同居

別居
□①に同じ □①に同じ

新居浜　洋子

□①に同じ

※市町村記載欄

受 付 年 月 日 Ｈ　　　．　　　．　

母

 

方

( □標　　　□短 )

□①に同じ □①に同じ
離別

祖

母

ｽﾐﾄﾓ　ﾊﾅｺ

52 有・無 有・無
同居

別居

祖

父
有・無 有・無

同居

別居

□①に同じ □①に同じ

入所施設（事業者）名 施  設  の  類  形

　□認定こども園(□連  □幼(□幼  □保) 　　 □保(□保  □幼)  □地(□幼  □保))

　□幼稚園　　　□保育所　　　□地域型( □小 　□家 　□居　 □事 )

年　　月　　日

実　施　解　除　日 解　除　の　理　由 備　　　　考

支 給 ( 入 所 ) の 可 否 支 給 ( 利 用 ) 期 間

 可　・　否 　　自　　平成　　　　年　　　月　　　日

　　至　　平成　　　　年　　　月　　　日

　　    (否とする理由)

　〔□施設型　　　□地域型　　　□特例施設型　　　□特例地域型〕

認 定 の 可 否 支給認定番号 認 定 区 分 等 保育必要量の変更

 可　・　否
□１号　　□２号　　□３号

 　　   (否とする理由)

Ｈ　　　．　　　．　　　認定　

受 付 年 月 日 Ｈ　　　．　　　．　

担 当 者 氏 名

連    絡    先

 (担当者)

 (連絡先)

入所契約(内定)の有無 　有　( 平成　　　年　　　月　　　日　契約 ・ 内定 )　　・　　無

備    考

施設(事業者)名

松山市○○町一丁目1番1号無職

児童の父母（保護者）の該当する理由を○で囲み、

必要書類を提出してください。

該当する状況に□をつけてください。保育料の減額

の対象となる場合は証明書の提出が必要です。

同居の方は、□をつけてください。その場合、

勤務先、住所の記入は不要です。

「①世帯の状況」で確認をします。

勤務時間により、必要な保育の利用時間を記入

してください。
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 各施設、各年齢の受け入れ可能人数の範囲内で、優先度の高い方から入所していただけるよう、入所

調整を行います。（先着順ではありません！） 

調整に際しては、優先度を判断するため採点を行います。採点は基準表に基づき、父、母それぞれの

状況に応じて基準点を算出し、父母の基準点の合計点に、家庭状況等に応じて加減を行い合計点を算出

し、合計点数がより高い方を優先度が高いものと判断します。採点後、優先度が高い方から各園の入所

可能人数の範囲で、入所決定(調整)します。 

第１希望の施設に入所できない場合は、子育て支援課よりご連絡いたします。その際に、他の利用可

能施設などのご提案をさせていただきます。 

 

 

（入所調整イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図で、第１希望の B 保育所への入所ができなかった b1～b3 が、第２希望の A 保育所で入所の調整

を行う場合、A 保育所を第１希望とした a４～a６よりも b1～b3 の方が優先度（点数）が高いことから、

入所調整は b1～b3 が優先されることとなります。また、c1～c２についても第３希望のＡ保育所で入

所調整を行う場合についても、同様に a４～a６よりも優先度（点数）が高いことから、優先されること

になります。 

 

８．入所調整について 

ｂ：第 1 希望：B 保育所 (入所不可) 

 第２希望：A 保育所                             

点数(順位) 

30(b1) 

29(b2) 

28(b3) 

 

c：第 1 希望：C 保育所(入所不可) 

第２希望：D 保育所(入所不可) 

第３希望：A 保育所 

点数(順位) 

30(c1) 

28(c2) 

 

a：第１希望：A 保育所 

 

点数(順位) 

30(a1) 

29(a２) 

27(a３) 

26(a４) 

20(a５) 

18(a６) 

 

 

※a4～a6：第 1 希望は入

所不可。第 2、3 希望で

入所可能な施設を紹介。 

『A 保育所の調整結果』 

(受入可能人数８名) 

点数(順位) 

30(a1) 

30(b1) 

30(c1) 

29(a２) 

29(b2) 

28(b3) 

28(c2) 

27(a３) 

 

入所調整のイメージ 
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採点基準表 

新居浜市保育施設等の入所調整に関する基準(案)

■基本事項 ■優先事項

■その他事項

(注意事項)

短時間

10 不存在 離婚、死別、行方不明、拘禁、離婚を前提とした別居等 15

8 虐待・DV
虐待を受ける恐れがある、または配偶者から暴力を受ける恐れ

があると認められるもの
15 標準時間

3　保育できない事由が複数の事由にまたがり、どの事由で

も最低点に満たない場合は、最も従事時間の長いものを主

な事由として、その事由の最低点で採点することとする。

9 育児休業 ※新規申込み不可 －

1　採点は父母それぞれの基本事項の配点を合算し、優先事

項、その他事項の該当項目によって加減する。８０時間以上／月 12

６４時間以上／月 11 2　保護者の保育の必要な事由が複数ある場合、原則として

配点の高いもので採点を行う。

就学

職業訓練校を含む

学校等に就学する

もの

１４０時間以上／月 15

従事時間に応じて

標準時間と短時間

※１に準じる

１２０時間以上／月 14

１００時間以上／月 13

-3

6 求職活動
雇用条件等を確認できる就労先内定者を除いた就労活動中(起

業準備を含む)のもの
3 短時間

2
入所申込に必要な書類が期日(平成27年1月末

日)までに提出されない場合
-2

7

5 災害復旧 震災、風水害、その他の災害復旧にあたるもの 15 標準時間
未納の期間が3か月以上6か

月未満

-10
８０時間以上／月 12

６４時間以上／月 11 未納の期間が6か月以上12か

月未満
-7

14

１００時間以上／月 13

1
保育料の未納があ

る場合

未納の期間が12か月を超える

もの

2身体障害者手帳4級以下 10

4 介護・看護

親族等の看護、ま

たは介護をしてい

るもの

１４０時間以上／月 15

従事時間に応じて

標準時間と短時間

※１に準じる

１２０時間以上／月

認可外保育施設を認可保育

所利用開始の2か月以上前か

ら、16日/月以上、4時間/日以

上利用しているもの

2心

身

障

害

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A 、精

神障害保健福祉手帳1・2級
15

身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神

障害保健福祉手帳3級
13

9

小規模保育所など

地域型保育事業の

卒園児

小規模保育所等地域型保育

を入所期間満了で卒園するも

の

精神障害保健福祉手帳の所持以外

で医師の診断のあるもの
13

既に兄弟姉妹が別々の施設・

事業を利用している場合で、

同一の施設・事業の利用をす

るため、一方を他方へ転園を

希望する場合

一般

療養

医師がおおむね1か月以上の安静加

療が必要と診断したもの
12

上記以外で医師の診断のあるもの 8

8

認可外保育施設を

利用している場合

※6との重複不可

兄弟姉妹が同一の

施設・事業等の利

用を希望する場合

兄弟姉妹が入所を希望する施

設・事業に在籍している

2

3

保護者の

疾病・障が

い等

病気やけがで入院

や自宅療養をして

いるものや、精神も

しくは身体に障がい

を有するもの

おおむね1か月以上の入院 15

標準時間

複数の兄弟姉妹が、同時に同

一の施設・事業の利用を希望

する場合

2 妊娠・出産
出産予定日の属する月と前後2か月の間で出産・休養のため

保育の必要があるもの
14 標準時間

7
居

宅

療

養

常時臥床 15

精神

疾患

6
育児休業明け

※8との重複不可

育児休業明けで復職するもの

(復職日が2月1日～5月7日)
2

６４時間以上／月 7

2
内職及び就労先の

内定が確認できる

もの

１４０時間以上／月 11

１２０時間以上／月 10

１００時間以上／月 9

８０時間以上／月 8

６４時間以上／月 9

5
児童が障がいを有

する場合

身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害保健福祉手帳または

特別児童扶養手当の受給者

証を交付されているもの

保護証明(接近禁止命令、退

去命令)を受けたもの、もしくは

「特別の支援を要する家庭」と

して児童相談所等の通知を受

けたもの

2

協力者

１４０時間以上／月 13

１２０時間以上／月 12

１００時間以上／月 11

８０時間以上／月 10

生計中心者が失業し(自発的

失業を除く)、速やかに就労が

必要であると認められる場合

2
１２０時間以上／月 14

１００時間以上／月 13

８０時間以上／月 12
自営業

(農・漁業

従事者者

を含む)

中心者

１４０時間以上／月 15

3 生計中心者の失業

６４時間以上／月 11

4
虐待・DVの恐れが

ある場合

６４時間以上／月 11 2 生活保護世帯 生活保護の受給世帯 2

配偶者と離婚、死別している。

または未婚であるもの。配偶

者が拘禁中であるもの。離婚

を前提に別居している場合

等。

2
１２０時間以上／月 14

１００時間以上／月 13

８０時間以上／月 12

適用 配点

1 就労

会社員、公務員、

パート、アルバイト

等雇用されている

もの

１４０時間以上／月 15

就労時間に応じて

標準時間と短時間

※120時間／月以上

を標準時間、64時間

以上120時間未満／

月を短時間認定する

1
ひとり親世帯

(母子・父子世帯)

番号
保育にあたる保護者の就労形態等

番号
考慮すべき世帯の状況等

事由 細目 就労時間等(通勤時間を除く) 配点 認定区分 事由
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市では現在、保育料額や所得階層区分等について検討を進めています。内容が決まり次第、市政だ

よりや市ホームページ等でお知らせします。 

子ども・子育て支援制度の施行に伴い、保育料は変更となる予定です。予定されている保育料の主な

変更点は、次のとおりです。 

変 更 点 現 行 新 制 度 

保育料の算定基準 所得税額 住民税額 

保育料額の設定 1 区分 
2 区分（保育標準時間） 

（保育短時間） 

保育料決定時期 4 月（年 1 回） 4 月及び 9 月（年 2 回※） 

※平成 27 年度からは保育料決定を 4 月に前年度（平成 26 年度：平成 25 年中の収入に基づく）

の市民税額による算定を実施し、9 月に当該年度（平成 27 年度：平成 26 年中の収入に基づく）

の市民税額により保育料を見直します。 

（保育料の算定基準） 

 

（保育料の減額について） 

  就学前の兄弟姉妹が同時に保育所等を利用している場合、第 2 子は半額に、第 3 子以降は無料と

なります。また、兄弟姉妹の上の子が幼稚園、認定こども園に在園している場合でも、保育所等を

利用しているとみなして、同様のサービスを行っています。 

 

（その他留意事項） 

 ●公立・私立保育園の保育料は同じです。 

 ●月の途中入所や途中退所の場合保育料は日割りで計算されます。 

 ●病気やご家庭の事情などにより登園できない場合も、在籍をもって保育料がかかります。 

 ●保育料の納入については、口座振替による方法と納入通知書による方法の 2 通りがありますが、

できるかぎり口座振替による納付をお願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

世帯の前年度の市民税所得割の合計額

によって保育料を決定する。 

世帯の当該年度の市民税所得割の合計額によって保育料

を決定する。 

９．保育料（利用者負担額）について 

 

保育料の滞納処分について 

保育料は、保育所を運営するための費用に充てられる大切なものです。 

保育料の滞納は見逃すことができない問題として、本市では収納対策の強化に取り組

んでいます。 

保育料を納入期限までに納めていただけない場合には、法令の規定により、給与、不

動産など財産の差押え処分を実施します。 
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（１）支給認定について 

Ｑ１．支給認定の申請にはどんな書類が必要ですか？ 

Ａ． 保育認定を申請される方は、保育の必要性を証明する書類が必要です。 

(７ページをご確認ください。) 

Ｑ２．就労先、就労条件、住所、氏名、代表保護者が変わった場合、手続きが必要ですか？ 

Ａ． 就労先、就労時間、住所、氏名、代表保護者が変わった場合は、支給認定証の再交付が必要

です。『支給認定変更届』と『保育の必要性を証明する書類』など必要書類を、利用施設(保育

所等)または子育て支援課まで提出してください。(申込み後、利用施設が決定するまでの間に

変更があった場合も速やかに届け出てください。) 

就労時間や、保育の必要性の事由などが変更になる場合は、施設の利用時間や保育料が変更

になる場合があります。詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。 

Ｑ３．支給認定証に有効期限はありますか？ 

Ａ． ３号認定を受けた場合は、３歳の誕生日までが有効期限となります。３歳を迎えると、２号

認定に変わります。２号認定は、就学前までの３年間が有効期限となります。 

      ３歳の誕生日を迎え、認定が変更になる場合は、新しい支給認定証をお届けします。この場

合手続きの必要はありません。 

 

（２）施設利用の申込みについて 

Ｑ１．申込み時点で仕事をしていない場合、保育所等の申込みはできますか？ 

Ａ． 申込み時に仕事をしていない場合でも、『求職活動』の事由で申込みが可能です。また、就労

先が内定した方で、雇用(内職)証明書等で就労時間等の確認が出来る場合、入所調整時には『就

労先内定』として採点します。 

なお、『求職活動』の事由で入所となった場合、認定期間は最大３か月となります。入所後３

か月以内に就労を開始し、雇用(内職)証明書を提出してください。３か月以内に証明書の提出

が確認できない場合は、入所から３か月経過した月末で退所となります。 

Ｑ２．希望施設(保育所)名は必ず第３希望までの記入が必要ですか？ 

  Ａ． 第１希望の施設への入所ができない場合、入所調整は、まずご記入いただいた施設の中から

調整を行うため、通える範囲で、できる限り希望をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

１０．よくあるご質問 
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Ｑ３．現在育児休業中ですが申込みできますか？ 

Ａ． 原則、育児休業中は、「保育を必要とする」状態とはいえないため保育所の利用申込みはでき

ません。 

ただし、育児休業から復職する場合、復職 2 週間前（慣らし保育期間）から入所可能となり

ます。 

また、4 月 1 日からの入所の申込み受付については、平成 27 年 5 月 7 日(木)までに復職す

る方が対象となります。 

Ｑ４．兄弟姉妹で申込みをする場合書類は人数分必要ですか？ 

Ａ． 兄弟姉妹での入所申込みの場合には、認定申請書兼入所（園）申込書は入所を希望されるお

子さんの人数分必要となります。世帯状況を申告する書類（雇用(内職)証明書や税証明等）は、

一番上のお子さんへの添付のみで結構です。 

 

（３）入所調整について 

Ｑ１．利用施設の入所決定は、先着順で決定するのでしょうか？ 

Ａ． 先着順ではありません。入所調整に関する基準に基づいて、優先度を判断(採点)し、優先度の

高い方から順に入所決定となります。 

Ｑ２．既に兄弟の上の子が保育所を利用中で、同じ保育所に下の子の入所申込みをした場合、優先

的に同じ園に入所できますか？ 

Ａ． 既に上のお子さんが通う同じ保育所に、下のお子さんの入所申込みをした場合、優先事項の

ある世帯として、入所調整の採点の際に加点がありますが、入所調整は、基本事項の得点に、

家庭状況等に応じて加減を行った合計点で優先度を判断するので、必ずしも現在入所してい

る上のお子さんと同じ保育所に入所できるとは限りません。 

Ｑ３．入所調整はどの時点を基準として判断するのですか？ 

  Ａ． 入所調整は 2 月 1 日を基準として採点を行います。申込み時点から家庭状況が変わる可能性

もありますことから、変更があった家庭につきましては確認できる書類を 1 月末日までにご

提出ください。2 月 1 日以降の提出は採点に反映できませんのでご注意ください。 

Ｑ４．入所調整結果はいつごろ、どのようにして連絡がきますか？ 

Ａ． 入所調整結果は、支給認定証とあわせて２月末から３月上旬にご自宅に郵送させていただき

ます。 

ただし、第１希望の施設に入所できない場合は、子育て支援課より電話でご連絡いたします。

その際に、入所可能な施設についてご案内いたします。 

Ｑ５．パートや派遣形態での就労の場合、採点に影響はありますか？ 

Ａ． 家庭外労働を理由に入所調整を行う場合、常勤やパート・派遣などの就労形態は入所調整に

影響しません。入所調整は、就労時間で判断します。 
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（４）利用者負担額（保育料）について 

Ｑ１．保育料はいつごろ決まるのですか？ 

Ａ． 保育料につきましては、現在検討中です。決定時期につきましては、市議会の議決が必要

となることから、平成 27 年 3 月となります。内容が決まり次第、市政だよりや市ホーム

ページ等でお知らせします。 

Ｑ２．保育所に入所した場合、保育料の通知はいつごろどのようにして届きますか？ 

Ａ． ４月入所の方は、４月中旬に保育所を通じて保育料の決定通知書と納入通知書をお渡ししま

す。(課税資料等税情報の不足により保育料が決定できない方については、送付が遅れる方も

います。) 

平成２７年度の市県民税の課税決定後、９月(予定)に再度保育料を算定し、保育所を通じて保

育料の決定通知書と納入通知書をお渡しします。 

Ｑ３．公立と私立では保育料が異なるのですか？ 

Ａ． 基本保育料に違いはありません。ただし、保育料以外の諸費用（実費徴収）については個別

にかかる場合もありますので各園にお問い合わせください。 

Ｑ４．保育料はどのようにして決定するのですか？ 

Ａ． 保育料は児童の父母の前年度及び当該年度(※)の市民税の課税状況と、児童のクラス年齢によ

って決定します。 

※４月時点でお知らせする保育料は、前年度（平成 26 年度：平成 25 年中の収入に基づ

く）の市民税額により決定し、9 月にお知らせ予定の保育料は、当該年度（平成 27 年度：

平成 26 年中の収入に基づく）の市民税額により決定します。 

Ｑ５．ひとり親家庭の保育料は無料になりますか？ 

Ａ． 保育料はＱ４のように課税状況によって決定するため、無料とは限りません。 

また、保護者の収入状況によっては、同居している親族の課税状況を合算して決定する場合

があります。 

 

（５）入所後について 

Ｑ１．仕事を辞めてしまいましたが、保育所はいつまで入所できますか？ 

Ａ． 離職した場合、3 か月以内に就労し、雇用(内職)証明書を提出すれば継続入所可能です。証明

書の提出がない場合は退所となります。 

   また、求職中となった段階で、入所期間は 3 か月となり、保育短時間認定に変更となります。 

Ｑ２．第 2 子を出産し育児休業を取得する場合は、第 1 子は退園しなければならないのですか？ 

Ａ． 保育の実施継続申立書、雇用(内職)証明書に、勤務先で休業期間等について証明を受けて

提出していただくことで、継続入所を認めています。（最大で生まれるお子さんが満 1 歳

を迎える年度の 3 月末まで） 

   ※育児休業法に基づく休暇の取得に限ります。 
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【保育所一覧表】 

 

 

区分 保育所名 所在地 電話番号 開所時間 

公 

立 

若宮保育園 新田町１丁目８番３８号 32-4194 

7：30 

から 

18：00 まで 

新居浜保育園 泉宮町７番１１号 32-3624 

金子保育園 久保田町１丁目３番１３号 32-3091 

高津保育園 松の木町３番１２号 32-2032 

垣生保育園 垣生４丁目２番２５号 45-0401 

多喜浜保育園 多喜浜５丁目４番５３号 45-0362 

東田保育園 東田１丁目甲１２１５番地１ 41-7576 

船木保育園 船木甲４３１９番地 41-6008 

角野保育園 中筋町２丁目４番３４号 41-7238 

大生院保育園 大生院３４４番地１ 41-7232 

私 

立 

朝日保育園 新須賀町３丁目４番５号 32-4647 

７：00 

から 

18：00 

まで 

延長保育 

19：00

まで 

みなと保育園 港町１５番３８号 32-3225 

十全保育園 西原町２丁目３番１２号 33-3055 

新居浜八雲保育園 八雲町２番１４号 32-5604 

ルンビニ乳幼児保育園 東雲町３丁目２番２号 33-2026 

さくら乳児園 桜木町１１番２１号 35-1381 

新居浜南沢津保育園 高津町１２番５８号 32-9654 

ミドリ保育園 八幡２丁目４番６９号 33-3789 

めぐみ保育園 田の上３丁目１番５３号 46-1414 

新田保育園 角野新田町３丁目１２番５１号 41-5401 

泉川保育園 松原町１１番１５号 41-7211 

みどり園保育所 喜光地町２丁目６番８号 41-5031 

すみれ保育園 土橋２丁目１３番１６号 41-5039 

中萩保育園 中萩町６番１６号 41-7233 

新居浜上部乳児保育園 中村２丁目８番４９号 41-1339 
延長保育 

18：30

まで 新居浜萩生保育園 萩生１０９１番地１ 40-0422 

１１．利用施設一覧 
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【認定こども園（平成２７年度新設予定）】 

名称 所在地 電話番号 

認定こども園泉幼稚園 王子町４番３０号 32-4088 

 

【公立幼稚園】 

名称 所在地 電話番号 

王子幼稚園 王子町２番２号 32-4816 

神郷幼稚園 郷３丁目８番１６号 45-0170 

 

 


